
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり、提案書の提出を求めます。 

 

令和６年１０月３０日 

世田谷区 

 

１．概要 

 （１）件名 区のおしらせ「せたがや」編集業務等委託（単価契約） 

 （２）区のおしらせ「せたがや」概要 

     世田谷区の広報紙として、タブロイド判の紙媒体を以下のとおり発行。併せて区 

のホームページにも掲載している。 

      ○定期号 全区版（１日・１５日号）では、区の施策や計画、制度等の政策情

報を分かりやすく説明し、各種サービス等の行政情報を提供してい

る。地域版（２５日号）では、５地域（世田谷・北沢・玉川・砧・

烏山）の催し物等の地域に密着した情報を紹介している。 

           ※発行回数 月３回、年間３５回（１月１５日を除く） 

      ○特集号 条例素案や計画について、区民から幅広く意見や要望をいただき施

策に反映させる仕組み（パブリックコメント制度）への区民参加を

促したり、特に重要な情報を広く提供するため、定期号とは別に、

随時発行している。 

      ※発行部数は、１号あたり１７９，３００部（予定）。 

 

２．区のおしらせ「せたがや」の現状と今後の方向性 

現在の区のおしらせ「せたがや」は、情報量は多いものの、紙面にゆとりのないページ

構成となっている。そのため、今後は、区政情報を区民等にわかりやすく提供していくた

めに、情報を詰め込みすぎず、区民目線に立った「伝わる」広報に転換していく。 

＜方向性＞ 

・情報量を減らし、ゆとりのある紙面とする。 

・手に取ってもらえる 1面とし、中面への誘導をはかる。 

・特集記事の拡充などで読み物としての魅力も備えた紙面とする。 

・写真やイラストを効果的に掲載する。 

・ユニバーサルデザインに配慮した紙面とする。 

 

３．業務内容 

  区のおしらせ「せたがや」に関する以下の業務 

 ・上記２の＜方向性＞を踏まえた、ページ構成・記事を配置した広報紙の編集 

・編集業務（編集会議、展開案紙面作成、リライト校・初校・再校・念校各紙面作成、入

稿紙面作成等、校正、図画の作成・調達等、写真撮影等、取材 など） 

・区民のひろば欄編集業務（市民活動団体による催し物・会員募集等の投稿欄の編集。掲

載申込書のチェック、紙面の作成・校正、掲載申込団体への確認など） 



・ウェブ用ファイルの作成 

 ※詳細は、別途「参考仕様書」により示す。なお、参考仕様書はこの案件の公告時点で

の予定の仕様であり、選定後の仕様調整等により変更となる場合がある。 

 

４．履行期間 

  令和７年２月１日から令和１０年８月３１日（３年７か月） 

   ・令和６年度の契約：令和７年２月１日から令和７年３月３１日まで 

※紙面等の改定作業を行う。 

   ・令和７年度の契約：令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

※令和７年７月１日号から編集を行う。 

・令和８年度の契約：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

・令和９年度の契約：令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

・令和１０年度の契約：令和１０年４月１日から令和１０年８月３１日まで 

※令和１０年８月３１日までに発行する号まで編集を行う。 

  ※契約は単年度ごとに締結するものとし、当該契約の事業に係る区の予算配当があるこ

と、令和７年度以降の契約は、前年度の履行状況が良好であること及び受託事業者に法令

に反する事項など継続して業務を受託し難い状況がないことを契約締結の条件とする。 

 

５．参加資格要件 

   提案書提出時において、次の要件を全て満たす法人であること。 

 （１）東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより、世田谷区の競争入札参加資格者

名簿において、営業種目「印刷」の取扱品目「印刷物の企画・編集」または「DTP・

デザイン」で登録があり、A・B・C のいずれかに等級格付がされていること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６

７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当する者でないこと。

また、同令第１６７条の４第２項による措置を現に受けてないこと。 

 （３）世田谷区から入札参加禁止または指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 （４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

 （５）区のおしらせ「せたがや」編集業務等受託事業者選定委員会委員が主宰、役員、顧

問及び所属をしている団体でないこと。 

 

６．手続等 

 （１）担当部課 

    世田谷区政策経営部広報広聴課（世田谷区役所東棟４階４０３番窓口） 

    〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

    ＴＥＬ：０３－５４３２－２００９ ＦＡＸ：０３－５４３２－３００１ 

 （２）提案要求説明書の交付期間、交付方法 

    ・交付期間 令和６年１０月３０日（水）から１１月１４日（木）午後５時まで 

    ・交付方法 区のホームページから閲覧及びダウンロードとする 

 （３）参加表明書の提出期限、提出方法 

    ・提出期限 令和６年１１月１４日（木）午後５時 



    ・提出方法 「（１）担当部課」に持参 

（４）提案要求説明書に関する質問の提出期間、提出方法 

・提出期間 令和６年１１月１９日（火）から１１月２６日（火）午後５時まで 

・提出方法 「（１）担当部課」に電子メール 

 （５）提案書の提出期間、提出方法 

    ・提出期間 令和６年１１月２９日（金）から１２月１８日（水）正午まで 

    ・提出方法 「（１）担当部課」に持参 

 

７．提案書の提出者を選定するための基準 

   本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 

 

８．最も優れた提案書を特定するための評価基準 

 （１）編集体制 

①業務全体を円滑かつ確実に遂行する体制 

②紙面の作成・校正を円滑かつ確実に遂行する体制（予定担当者の実績、校正に関

する技能及び経験等） 

③企画概要・編集コンセプトの本業務の目的への適合性 

④図画の作成・調達、写真撮影、取材について、円滑かつ確実に遂行する体制 

⑤区民のひろば欄の編集を円滑かつ確実に遂行する体制 

⑥ウェブ用ファイルの作成を円滑かつ確実に遂行する体制 

⑦突発的事態等に対する対応の迅速性・柔軟性 

⑧個人情報等を確実に管理する体制 

⑨品質確保の方策（誤記載の防止策など）の具体性・実効性 

 （２）デザイン・編集等技術力 

①紙面デザイン案の読みやすさ、見やすさ（ユニバーサルデザインへの対応、ペー

ジの構成や記事の配置の工夫、図画の的確な使用、記事の内容に応じた意匠の工夫

など） 

②正確な校正のための工夫 

③表現等が不当な差別を助長することがないようにするための知見 

④ウェブアクセシビリティに関する知見 

（３）独自性のある提案の有無及びその実現可能性 

 （４）プレゼンテーションでの説明内容の明確性、的確性、実現可能性 

    ※一次審査により選定した事業者のみ適用 

（５）見積金額の妥当性 

 

９．その他 

 （１）提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。 

 （２）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

 （３）提案書の提出後に「５．参加資格要件」に該当しないこととなった者は、提案書審

査および契約交渉の対象としない。 

 （４）提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え・再提出は認めない。ただし、担当



者等について病休、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以

上の者であるとの区の了解を得なければならない。 

 （５）提出された書類は返却しない。また、提案書の著作権は提出者に帰属するが、区に

おいて情報開示等が必要な場合は、当該提案書の内容を無償で使用できるものとす

る。 

 （６）手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本通貨に限る 

（７）契約保証金  免除 

（８）契約書作成の要否  要 

（９）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無  無 

 （10）関連情報を入手するための照会窓口  「６．手続き等（１）担当部課」に同じ 

 （11）区は、この公募に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提

案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

 （12）区のおしらせ「せたがや」編集業務等受託事業者選定委員会委員の構成は、次のと

おり。 

    委員長 政策経営部長 有馬 秀人 

委 員 北沢総合支所地域振興課長 生垣 明 

      政策経営部広報広聴課長 中西 明子 

      都市整備政策部都市デザイン課長 青木 徹 

      広報紙編集アドバイザー （世田谷区外部副業人材） 西川 朋子  

 

 


